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(57)【要約】
【課題】現在の環境騒音に対して適した楽曲をユーザに
対して提示する。
【解決手段】環境騒音に応じた楽曲分類の提示を指示す
るための操作子がユーザによって操作されると、マイク
３を介して環境騒音が収音され、収音された環境騒音の
特徴量に基づき現在の環境騒音が分類される。そして、
現在の環境騒音の分類結果が表示部４に表示される。ま
た、現在の環境騒音の分類結果に応じて、記録媒体１８
に予め記録された楽曲に対する楽曲分類の候補が複数選
択され、表示部４に表示される。ユーザの操作部５に対
する操作により、表示部４に表示された楽曲分類の候補
の中から所定の楽曲分類を選択することにより、対応す
る楽曲データを再生することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲の環境の騒音データを収音する収音部と、
　上記収音部により収音された騒音データに対する解析を行い、該騒音データの特徴を示
す特徴量を抽出する騒音解析部と、
　抽出された上記騒音データの特徴量に基づき上記騒音データを分類する騒音分類部と、
　記録媒体に記録されたコンテンツデータと該コンテンツデータの特徴量に基づく分類と
が対応付けられたコンテンツ分類データベースと、
　上記騒音データの分類結果に基づき、上記コンテンツ分類データベースを参照して、上
記記録媒体に記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツデータの分
類を選択するコンテンツ分類選択部と、
　上記選択された複数のコンテンツデータの分類を表示する表示部とを備える再生装置。
【請求項２】
　上記表示部に表示された上記選択された複数のコンテンツデータの分類の中から、所定
のコンテンツデータの分類を選択する操作をユーザから受け付ける操作部をさらに備える
請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　上記コンテンツ分類選択部は、
　上記騒音データの特徴量とコンテンツデータを分類するための特徴量の類似度を用いて
、コンテンツデータの分類を選択する請求項１に記載の再生装置。
【請求項４】
　上記表示部は、
　上記コンテンツデータの特徴量を軸とした平面上に、上記選択された複数のコンテンツ
データの分類を表示する請求項１に記載の再生装置。
【請求項５】
　上記表示部は、
　上記選択された複数のコンテンツデータの分類を他の分類と識別可能に視覚的に表示す
る請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　上記表示部は、
　上記騒音データの特徴量を軸とした平面上に、上記騒音データの分類結果をさらに表示
する請求項１に記載の再生装置。
【請求項７】
　上記表示部は、
　上記騒音データの分類結果を、上記選択された複数のコンテンツデータの分類を表示す
る領域と別の領域に表示する請求項６に記載の再生装置。
【請求項８】
　上記表示部は、
　上記騒音データの分類結果を、上記選択された複数のコンテンツデータの分類を表示す
る領域と同一の領域に表示する請求項６に記載の再生装置。
【請求項９】
　コンテンツデータの分類と該コンテンツデータの分類の再生履歴に基づく再生頻度情報
とが対応付けられて記録された再生頻度データベースと、
　上記再生頻度データベースを参照し、上記選択された複数のコンテンツデータの分類か
ら再生頻度の高いコンテンツデータの分類を限定的に選択する限定部と
をさらに備える請求項１に記載の再生装置。
【請求項１０】
　上記収音部により収音された騒音データに対して騒音レベルを低減させる騒音低減部を
さらに備え、
　上記解析部は、
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　上記騒音低減部により騒音が低減された騒音データに対して解析を行う請求項１に記載
の再生装置。
【請求項１１】
　上記コンテンツデータを出力する出力部をさらに備え、
　上記収音部は、上記出力部の内部に設けられる請求項１０に記載の再生装置。
【請求項１２】
　上記コンテンツデータを出力する出力部をさらに備え、
　上記収音部は、上記出力部の外部に設けられる請求項１０に記載の再生装置。
【請求項１３】
　記録媒体に記録されたコンテンツデータに対する解析を行い、該コンテンツデータの特
徴量を抽出するコンテンツ解析部と、
　抽出された上記コンテンツデータの特徴量に基づき上記コンテンツデータを分類するコ
ンテンツ分類部と
をさらに備える請求項１に記載の再生装置。
【請求項１４】
　上記コンテンツデータは、外部で分類され、該コンテンツデータの分類結果を示す情報
とともに入力される請求項１に記載の再生装置。
【請求項１５】
　上記コンテンツデータが楽曲データである請求項１に記載の再生装置。
【請求項１６】
　上記コンテンツデータが動画データである請求項１に記載の再生装置。
【請求項１７】
　上記コンテンツデータがイコライザ特性である請求項１に記載の再生装置。
【請求項１８】
　上記コンテンツデータがノイズキャンセル特性である請求項１に記載の再生装置。
【請求項１９】
　周囲の環境の騒音データを収音する収音ステップと、
　上記収音ステップにより収音された騒音データに対する解析を行い、該騒音データの特
徴を示す特徴量を抽出する騒音解析ステップと、
　抽出された上記騒音データの特徴量に基づき上記騒音データを分類する騒音分類ステッ
プと、
　上記騒音データの分類結果に基づき、記録媒体に記録されたコンテンツデータと該コン
テンツデータの特徴量に基づく分類とが対応付けられたコンテンツ分類データベースを参
照して、上記記録媒体に記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツ
データの分類を選択するコンテンツ分類選択ステップと、
　上記選択された複数のコンテンツデータの分類を表示部に表示するステップとを備える
再生装置の表示方法。
【請求項２０】
　周囲の環境の騒音データを収音する収音ステップと、
　上記収音ステップにより収音された騒音データに対する解析を行い、該騒音データの特
徴を示す特徴量を抽出する騒音解析ステップと、
　抽出された上記騒音データの特徴量に基づき上記騒音データを分類する騒音分類ステッ
プと、
　上記騒音データの分類結果に基づき、記録媒体に記録されたコンテンツデータと該コン
テンツデータの特徴量に基づく分類とが対応付けられたコンテンツ分類データベースを参
照して、上記記録媒体に記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツ
データの分類を選択するコンテンツ分類選択ステップと、
　上記選択された複数のコンテンツデータの分類を表示部に表示するステップとを備える
再生装置の表示方法をコンピュータ装置に実行させる表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、現在の環境騒音に対して適した楽曲を提示する再生装置、再生装置の表示
方法および表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、楽曲を種々のカテゴリに自動的に分類し、ユーザがカテゴリを選択することによ
って、選択されたカテゴリに対応する楽曲を自動的に選択して再生する再生装置が実用化
されている。このような再生装置では、楽曲のテンポやコード進行など、それぞれの楽曲
が有する特徴量を検出し、検出された特徴量に基づき楽曲を種々のカテゴリに自動的に分
類する楽曲分類方法が用いられている。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１には、楽曲の解析を行い、テンポやスピード感などの特徴量
を検出する方法が記載されている。また、例えば、下記の特許文献２には、オーディオ信
号における各音程の信号成分を解析する方法が記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７４７０８号公報
【特許文献２】特開２００５－２７５０６８号公報
【０００５】
　また、最近では、外出先や屋外等において楽曲の再生が可能な携帯型再生装置が広く普
及している。携帯型再生装置においても、上述した楽曲分類方法を用いて楽曲を自動的に
分類することができる。例えば、ユーザによって所定の分類が選択されると、携帯型再生
装置は選択された分類に対応する楽曲を再生するようにされている。
【０００６】
　しかしながら、このような携帯型再生装置は、様々な環境下で使用されることが考えら
れるので、周囲の状況によって環境騒音状態が異なると考えられる。すなわち、環境によ
って周囲の環境騒音レベルが異なる。そのため、ユーザによって選択された楽曲分類が必
ずしも現在の環境騒音下において適しているとは限らない。
【０００７】
　また、移動中などに携帯型再生装置を使用して楽曲を聴取している場合には、周囲の環
境騒音が変化する。そのため、例えば、楽曲を聴取した当初に周囲の環境騒音に対して適
した楽曲分類が選択されていた場合であっても、ユーザが移動することによって周囲の環
境騒音が変化し、移動先の環境騒音下では、選択されている楽曲分類が現在の環境騒音に
は適さない場合もあった。
【０００８】
　そこで、このような問題を解決するため、環境騒音に対して適した楽曲を自動的に選択
して再生することが可能な再生装置が提案されている。このような再生装置では、環境騒
音および楽曲それぞれに対して上述したような特徴量の抽出を行い、検出されたそれぞれ
の特徴量に基づき楽曲を自動的に選択するようにされている。
【０００９】
　図２２は、従来の再生装置１０１の一例の使用形態を示す。図２２に示す例では、携帯
型再生装置などの再生装置１０１に対してマイクロフォン１０３（以下、マイク１０３と
適宜称する）およびヘッドフォン１０２が接続され、ユーザがヘッドフォン１０２を介し
て、再生装置１０１に記録された楽曲を聴取している状態を示す。マイク１０３は、例え
ばヘッドフォン１０２の内部に設けられ、ユーザがヘッドフォン１０２を装着した状態で
の耳の位置で聞こえる環境騒音を収音する。
【００１０】
　再生装置１０１は、マイク１０３によって収音された環境騒音に対して所定の解析を行
い、特徴量を抽出する。また、再生装置１０１は、再生装置１０１に記録された楽曲に対
して、環境騒音の特徴量の抽出方法と同一の方法を用いて所定の解析を行い、特徴量を抽
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出する。そして、再生装置１０１は、環境騒音の特徴量と楽曲の特徴量とを比較し、現在
の環境騒音下で最も聴きやすい楽曲を自動的に選択する。
【００１１】
　現在の環境騒音に対して適した楽曲を自動的に選択する方法としては、例えば、環境騒
音および楽曲から複数種類の特徴量を抽出し、抽出した特徴量に基づき環境騒音および楽
曲の特徴量が互いに類似している楽曲を選択する方法が考えられる。例えば、図２３は、
環境騒音および楽曲のそれぞれから抽出した２種類の特徴量に基づく環境騒音および楽曲
の分類結果の一例を示す。左側のグラフは、環境騒音の分類結果を示し、右側のグラフは
、楽曲の分類結果を示す。
【００１２】
　図２３に示すように、環境騒音および楽曲は、それぞれの特徴量に基づき、２つの特徴
量を示す２つの評価軸ＡおよびＢからなる２次元平面上にマッピングされる。この場合に
おいて、マッピングされた各々の分類間の位置（距離）が近い程、環境騒音および楽曲の
分類が似た特徴を有していることを示す。
【００１３】
　ここで、例えばうるさい環境騒音下では賑やかな「ロック」が聴きやすく、静かな環境
騒音下ではゆっくりとした「クラシック」が聴きやすい、という誰にでも理解しやすい実
例を挙げることができる。つまり、騒音と楽曲とが類似していることで、楽曲が騒音にマ
スクされない可能性が高くなって聴きやすくなる。うるさい環境騒音下では、ゆっくりと
した「クラシック」が聴きにくいのは直感的に理解できるが、これは、騒音と楽曲との特
徴量が大きく異なるためである。一方、静かな環境騒音下で「ロック」を聴いても聴きに
くい訳ではないので、騒音と楽曲との特徴量が大きく異なっていても必ずしも聴きにくい
訳ではないが、この場合には、ヘッドフォンからの音漏れなどによって周囲に迷惑をかけ
てしまう場合があるという問題がある。
【００１４】
　すなわち、現在の環境騒音の特徴に似た楽曲分類が、現在の環境騒音下において聴きや
すい楽曲分類であるとすると、現在の環境騒音がマッピングされた位置に近いところにあ
る楽曲分類が「聴きやすい楽曲分類」であるということになる。したがって、例えば、現
在の環境騒音が分類ｂに分類された場合には、分類１～７にマッピングされた楽曲分類の
うち、分類ｂの位置に最も近い位置にマッピングされた分類２に分類された楽曲分類が選
択される。
【００１５】
　なお、必ずしも環境騒音と特徴の似た楽曲分類が現在の環境騒音下において聴きやすい
楽曲分類であるとしなければいけない訳ではない。評価軸としてどのような特徴量を用い
るかによって、騒音と楽曲との対応・選択方法を変えても構わないが、ここでは、説明の
簡略化のため、現在の環境騒音の特徴に似た楽曲分類が、現在の環境騒音下において聴き
やすい楽曲分類であるとして説明する。
【００１６】
　従来の楽曲選択方法の処理の流れについて、図２４に示すフローチャートを参照して概
略的に説明する。ステップＳ１０１において、再生装置１０１の電源がＯＮとされる。ス
テップＳ１０２において、周囲の環境騒音に応じた楽曲の再生が指示されると、ステップ
Ｓ１０３において、再生装置１０１に記録された全ての楽曲について、特徴量が抽出され
ているか否かが判断される。全ての楽曲について特徴量を抽出していないと判断された場
合には、処理がステップＳ１０４に移行し、特徴量抽出の対象となる楽曲が選択される。
一方、全ての楽曲について特徴量を抽出したと判断された場合には、処理がステップＳ１
０７に移行する。
【００１７】
　ステップＳ１０５では、選択された楽曲の特徴量が抽出される。ステップＳ１０６では
、特徴量抽出の対象となった全ての楽曲について、特徴量を抽出したか否かが判断される
。全ての楽曲の特徴量を抽出したと判断された場合には、処理がステップＳ１０７に移行
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する。一方、特徴量抽出の対象となった全ての楽曲の特徴量を抽出していないと判断され
た場合には、処理がステップＳ１０４に戻り、特徴量抽出の対象となる別の楽曲が選択さ
れる。
【００１８】
　次に、ステップＳ１０７において、マイク１０３を介して環境騒音が収音され、ステッ
プＳ１０８において、収音された環境騒音の特徴量が抽出される。ステップＳ１０９では
、環境騒音の特徴量と楽曲の特徴量とが比較される。そして、環境騒音の特徴量に最も近
い特徴量を有する楽曲分類が現在の環境騒音下で聴きやすい楽曲分類として選択され、選
択された楽曲分類に分類された楽曲が再生される。
【００１９】
　ステップＳ１１０では、音楽を聴取し続けるか否かが判断される。音楽を聴取し続ける
と判断した場合には、処理がステップＳ１０７に戻り、マイク１０３を介して再度、環境
騒音の収音が行われる。一方、音楽を聴取し続けないと判断した場合には、処理がステッ
プＳ１１１に移行し、ユーザによって再生装置１０１の電源がＯＦＦとされ、一連の処理
が終了する。
【００２０】
　このように、従来の再生装置１０１では、環境騒音および楽曲の特徴量を抽出し、抽出
したそれぞれの特徴量に基づき、現在の環境騒音下において聴きやすい楽曲を自動的に選
択して再生するようにしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　ところで、このような再生装置における楽曲選択方法は、予め決められたアルゴリズム
を用いて設計され、製造段階で再生装置に搭載された状態でユーザに提供される。そのた
め、再生装置に搭載された楽曲選択方法のアルゴリズム等をユーザが自身の好みなどに応
じて切り替えて使用することはできない。
【００２２】
　すなわち、この楽曲選択方法によって自動的に選択された楽曲が、大多数の場面におい
て大多数のユーザが納得できるものであっても、あらゆる場面においてあらゆるユーザが
納得できるものとは限らない。そのため、ユーザ自身が必要に応じて個別に聴きたい楽曲
を最終的に選択できるようにもしたいという問題点があった。
【００２３】
　したがって、この発明の目的は、現在の環境騒音に対して従来よりも適した楽曲をユー
ザに対して提示することが可能な再生装置、再生装置の表示方法および表示プログラムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上述した課題を解決するために、第１の発明は、周囲の環境の騒音データを収音する収
音部と、
　収音部により収音された騒音データに対する解析を行い、騒音データの特徴を示す特徴
量を抽出する騒音解析部と、
　抽出された騒音データの特徴量に基づき騒音データを分類する騒音分類部と、
　記録媒体に記録されたコンテンツデータとコンテンツデータの特徴量に基づく分類とが
対応付けられたコンテンツ分類データベースと、
　騒音データの分類結果に基づき、コンテンツ分類データベースを参照して、記録媒体に
記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツデータの分類を選択する
コンテンツ分類選択部と、
　選択された複数のコンテンツデータの分類を表示する表示部とを備える再生装置である
。
【００２５】
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　また、第２の発明は、周囲の環境の騒音データを収音する収音ステップと、
　収音ステップにより収音された騒音データに対する解析を行い、騒音データの特徴を示
す特徴量を抽出する騒音解析ステップと、
　抽出された騒音データの特徴量に基づき騒音データを分類する騒音分類ステップと、
　騒音データの分類結果に基づき、記録媒体に記録されたコンテンツデータとコンテンツ
データの特徴量に基づく分類とが対応付けられたコンテンツ分類データベースを参照して
、記録媒体に記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツデータの分
類を選択するコンテンツ分類選択ステップと、
　選択された複数のコンテンツデータの分類を表示部に表示するステップとを備える再生
装置の表示方法である。
【００２６】
　また、第３の発明は、周囲の環境の騒音データを収音する収音ステップと、
　収音ステップにより収音された騒音データに対する解析を行い、騒音データの特徴を示
す特徴量を抽出する騒音解析ステップと、
　抽出された騒音データの特徴量に基づき騒音データを分類する騒音分類ステップと、
　騒音データの分類結果に基づき、記録媒体に記録されたコンテンツデータとコンテンツ
データの特徴量に基づく分類とが対応付けられたコンテンツ分類データベースを参照して
、記録媒体に記録され分類されたコンテンツデータの中から複数のコンテンツデータの分
類を選択するコンテンツ分類選択ステップと、
　選択された複数のコンテンツデータの分類を表示部に表示するステップとを備える再生
装置の表示方法をコンピュータ装置に実行させる表示プログラムである。
【００２７】
　上述したように、第１、第２および第３の発明では、周囲の環境の騒音データを収音し
、収音された騒音データに対する解析を行い、騒音データの特徴を示す特徴量を抽出し、
抽出された騒音データの特徴量に基づき騒音データを分類し、騒音データの分類結果に基
づき、記録媒体に記録されたコンテンツデータとコンテンツデータの特徴量に基づく分類
とが対応付けられたコンテンツ分類データベースを参照して、記録媒体に記録され分類さ
れたコンテンツデータの中から複数のコンテンツデータの分類を選択し、選択された複数
のコンテンツデータの分類を表示部に表示するようにしているため、現在の環境騒音下に
おいて適したコンテンツを選択できる。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明によれば、現在の環境騒音に対して適したコンテンツデータの分類をユーザに
対して提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、この発明の実施の第１の形態について、図面を参照して説明する。この発明の実
施の第１の形態では、環境騒音およびコンテンツの特徴量を抽出し、抽出したそれぞれの
特徴量に基づき、環境騒音およびコンテンツを分類する。そして、現在の環境騒音の分類
結果に基づいて、現在の環境騒音下において適したコンテンツの分類の候補を複数選択し
、現在の環境騒音の状態と選択されたコンテンツの分類の候補とを表示するようにしてい
る。
【００３０】
　図１は、この発明の実施の第１の形態に適用可能な再生装置１の一例の使用形態を示す
。図１に示す例では、携帯型再生装置などの再生装置１に対してヘッドフォン２およびマ
イクロフォン３（以下、マイク３と適宜称する）が接続され、ユーザがヘッドフォン２を
介して、再生装置１内の記録媒体に記録されたコンテンツとしての楽曲を聴取している状
態を示す。マイク３は、例えばヘッドフォン２の内部に設けられ、ユーザがヘッドフォン
２を装着した状態での耳の位置で聞こえる環境騒音を収音する。なお、マイク３は、ヘッ
ドフォン２の外部や再生装置１に設けるようにしてもよい。
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【００３１】
　再生装置１には表示部４が設けられ、再生中の楽曲のタイトルや再生時間などの楽曲に
関する情報や各種メニュー等が表示される。ユーザにより環境騒音に応じた楽曲分類の提
示が指示された場合には、環境騒音の分類結果や現在の環境騒音下において聴きやすい楽
曲分類の候補が表示される。また、再生装置１には操作部５が設けられ、楽曲の再生や停
止、選択等の各種操作を行うことができる。
【００３２】
　ユーザが操作部５を操作し、再生装置１に対して環境騒音に応じた楽曲分類の提示を指
示すると、再生装置１は、マイク３で収音された環境騒音に対して所定の解析を行い、環
境騒音の特徴を示す特徴量を抽出する。そして、この抽出された特徴量に基づき、現在の
環境騒音を、例えば「電車」や「喫茶店」などの環境に分類する。また、再生装置１は、
再生装置１に記録された楽曲に対して、例えば環境騒音の解析と同一の方法（解析方法）
を用いて所定の解析を行い、楽曲の特徴を示す特徴量を抽出する。そして、抽出された特
徴量に基づき、楽曲を、例えば「ロック」や「ジャズ」、「クラシック」などのカテゴリ
に分類する。なお、環境騒音および楽曲に対する解析方法としては、従来の方法を用いる
ことができるので、ここでは説明を省略する。
【００３３】
　再生装置１は、このようにして分類された環境騒音の分類結果に基づき、現在の環境騒
音下において聴きやすい楽曲分類の候補を複数選択し、現在の環境騒音の分類結果と選択
された楽曲分類の候補とを表示部４に表示させる。
【００３４】
　表示部４には、例えば図２に示すように、環境騒音の分類結果と、環境騒音の分類結果
に基づき選択可能な楽曲分類の候補とが表示される。表示部４に対する表示の詳細につい
ては、後述する。このとき表示部４に表示される楽曲分類の候補は、ユーザが操作部５を
操作することによって選択可能とされている。楽曲分類の候補が表示部４に表示された状
態で、ユーザが操作部５を操作して楽曲分類の候補から所望の楽曲分類を選択することに
より、選択された楽曲分類に分類された楽曲が再生される。
【００３５】
　環境騒音および楽曲の特徴量について説明する。周囲の環境から聞こえてくる騒音は、
電車・バスの車内や喫茶店など、その環境によってそれぞれ異なる。これらの環境騒音は
、例えば、可聴周波数帯における低域のパワーが大きい場合や、高域のパワーが大きい場
合など、環境によって異なる特徴を有している。
【００３６】
　図３Ａ、図３Ｂおよび図３Ｃは、それぞれ「喫茶店」、「電車」および「バス」におい
て収音された環境騒音の周波数特性の一例を示す。この例は、収音された環境騒音の０．
５秒程度の時間データに対してＦＦＴ（Fast Fourier Transform）により周波数解析を行
った際の周波数特性である。これらの図において、横軸が周波数［Ｈｚ］を示し、縦軸が
パワー［ｄＢ］を示す。図３Ａ～図３Ｃによれば、様々な環境において、各周波数におけ
るパワーの値が大きく異なることが判断できる。したがって、このような特徴を抽出する
ことにより、ユーザがどのような環境にいるのかを判断することができる。
【００３７】
　ところで、ＦＦＴによる周波数解析では、解析される時間データのサンプル数をｘ個と
すると、パワーとして得られる周波数データは、ｘ／２本となる。このとき、環境騒音の
解析の精度を高めるためには、周波数分解能を高くする必要がある。そのためには、サン
プル数をある程度の大きさに設定する必要がある。例えば、時間データのサンプル数を３
２７６８個とした場合、得られる周波数データは、１６３８４本となる。
【００３８】
　このようにして得られる環境騒音の周波数特性に基づき、例えば、各周波数におけるデ
ータを特徴量として用いることができると考えられる。しかしながら、この１６３８４本
の周波数データを環境騒音の特徴量として用いた場合、データが膨大となってしまうため



(9) JP 2010-20133 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

、処理に時間を要してしまう。また、周波数データの時間的な変動も大きくなってしまう
ため、実用的ではない。
【００３９】
　そこで、例えば、図４Ａ、図４Ｂおよび図４Ｃに示すように、それぞれの環境における
周波数データのエンベロープの傾き（図４において、点線で示す部分）およびエンベロー
プで囲まれた面積（図４において、斜線の部分）に注目する。例えば、電車やバスの車内
では、喫茶店と比較して、低域のパワーが大きい。そのため、電車やバスの車内における
騒音の周波数特性は、喫茶店における騒音の周波数特性と比較して、エンベロープの傾き
が大きく、エンベロープで囲まれた部分の面積が大きくなることが判断できる。
【００４０】
　したがって、この発明の実施の第１の形態では、この環境騒音の周波数領域におけるエ
ンベロープの傾きと、エンベロープに囲まれた面積で示されるパワーの総和とを、環境騒
音の特徴量として算出する。そして、算出したこれらの特徴量に基づき、環境騒音を分類
する。
【００４１】
　楽曲についても、環境騒音と同様に、低域のパワーが大きい楽曲や、中域のパワーが大
きい楽曲など、例えばカテゴリ毎に異なる特徴を有している。したがって、このような特
徴を抽出することにより、再生する楽曲がどのカテゴリに属する楽曲であるかを判断する
ことができる。
【００４２】
　したがって、この発明の実施の第１の形態では、環境騒音の特徴量と同様に、楽曲の周
波数領域におけるエンベロープの傾きと、エンベロープに囲まれた面積で示されるパワー
の総和とを、楽曲の特徴量として算出する。そして、算出したこれらの特徴量に基づき、
楽曲を分類する。
【００４３】
　なお、環境騒音および楽曲から抽出される特徴量としては、上述の例に限られず、種々
の解析によって得られる情報を特徴量として用いることもできる。例えば、平均音量や周
波数スペクトラム、自己相関係数、零軸公差率、パワー、過渡特性、シャープネス、ラウ
ドネス、スペクトルの重心、ＭＦＣＣ（Mel Frequency Cepstrum Coefficient）、音の大
きさ（Sone）、ケプストラムなどを特徴量として用いることも可能である。
【００４４】
　さらに、時間軸データをある一定のサンプル毎、例えばフレームと呼ばれるようなＮサ
ンプル毎に区切り、各フレーム単位で特徴量を抽出し、前後フレーム間における特徴量の
比率や差分をとった値を特徴量として用いることも考えられる。また、数フレーム分の特
徴量を用いて得られる平均や分散を特徴量として用いることも考えられる。
【００４５】
　このようにして算出された環境騒音および楽曲の特徴量に基づき、現在の環境騒音に対
して適した楽曲分類を選択する方法について、図５を参照して説明する。この例では、環
境騒音に対する解析として、環境騒音の周波数領域におけるエンベロープおよびパワーの
解析を行い、これらの解析結果を環境騒音の特徴量として算出する場合について説明する
。
【００４６】
　マイク３によって収音された環境騒音の騒音データＮＴが特徴量抽出部２１に供給され
る。特徴量抽出部２１は、供給された騒音データＮＴから特徴量を抽出し、騒音分類部２
２に供給する。特徴量抽出部２１は、例えば、周波数分析部３１、エンベロープ解析部３
２およびパワー解析部３３で構成されている。
【００４７】
　特徴量抽出部２１に供給された騒音データＮＴは、周波数分析部３１に供給される。周
波数分析部３１は、入力された騒音データＮＴの所定時間、例えば０．５秒間程度の短い
時間長を有する騒音データを用いて、騒音データＮＴに対してＦＦＴ分析やＯｃｔａｖｅ
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分析などの周波数分析を施し、周波数情報ＮＳを取得する。この取得した周波数情報ＮＳ
は、エンベロープ解析部３２およびパワー解析部３３に供給される。
【００４８】
　エンベロープ解析部３２は、入力された周波数情報ＮＳに基づき、騒音データＮＴの周
波数領域におけるエンベロープの解析を行い、例えば所定の周波数帯域におけるエンベロ
ープを所定に数値化したエンベロープ情報ＮＰｅを算出する。この例では、エンベロープ
情報ＮＰｅとして、エンベロープの傾きの値が用いられる。算出したエンベロープ情報Ｎ
Ｐｅは、騒音分類部２２に供給される。
【００４９】
　パワー解析部３３は、入力された周波数情報ＮＳに基づき、騒音データＮＴの周波数領
域におけるパワーの解析を行い、例えば所定の周波数帯域におけるパワーを所定に数値化
したパワー情報ＮＰｐを算出する。この例では、パワー情報ＮＰｐとして、例えば所定の
周波数帯域におけるエンベロープで囲まれた部分の面積、すなわち所定の周波数帯域にお
けるパワーの総和の値が用いられる。算出したパワー情報ＮＰｐは、騒音分類部２２に供
給される。
【００５０】
　騒音分類部２２は、エンベロープ解析部３２から供給されたエンベロープ情報ＮＰｅお
よびパワー解析部３３から供給されたパワー情報ＮＰｐに基づき、騒音特徴量データベー
ス２３を参照することによって環境騒音を分類する。そして、分類結果を示す騒音分類情
報を生成する。生成された騒音分類情報は、楽曲分類選択部２８に供給される。
【００５１】
　騒音特徴量データベース２３は、様々な環境における騒音データから抽出された特徴量
に基づき、騒音データを環境毎に分類する際に用いられるデータベースである。この例で
は、環境騒音の特徴量として、エンベロープ情報およびＮＰｅパワー情報ＮＰｐが用いら
れ、これらの特徴量に基づき、比較対象となる環境騒音が分類される。例えば、騒音特徴
量データベース２３に基づき、環境騒音が「電車」や「喫茶店」などに分類される。
【００５２】
　一方、再生装置１に記録された楽曲の楽曲データＭＴが特徴量抽出部２４に供給される
。特徴量抽出部２４は、供給された楽曲データＭＴから特徴量を抽出し、楽曲分類部２５
に供給する。特徴量抽出部２４は、例えば、周波数分析部３４、エンベロープ解析部３５
およびパワー解析部３６で構成されている。
【００５３】
　特徴量抽出部２４に供給された楽曲データＭＴは、周波数分析部３４に供給される。周
波数分析部３４は、入力された楽曲データＭＴの所定時間、例えば０．５秒間程度の短い
時間長を有する楽曲データを用いて、楽曲データＭＴに対してＦＦＴ分析やＯｃｔａｖｅ
分析などの周波数分析を施し、周波数情報ＭＳを取得する。取得した周波数情報ＭＳは、
エンベロープ解析部３５およびパワー解析部３６に供給される。
【００５４】
　エンベロープ解析部３５は、入力された周波数情報ＭＳに基づき、楽曲データＭＴの周
波数領域におけるエンベロープの解析を行い、例えば所定の周波数帯域におけるエンベロ
ープを所定に数値化したエンベロープ情報ＭＰｅを算出する。この例では、エンベロープ
情報ＭＰｅとして、エンベロープの傾きの値が用いられる。算出したエンベロープ情報Ｍ
Ｐｅは、楽曲分類部２５に供給される。
【００５５】
　パワー解析部３６は、入力された周波数情報ＭＳに基づき、楽曲データＭＴの周波数領
域におけるパワーの解析を行い、例えば所定の周波数帯域におけるパワーを所定に数値化
したパワー情報ＭＰｐを算出する。この例では、パワー情報ＭＰｐとして、例えば所定の
周波数帯域におけるエンベロープで囲まれた部分の面積、すなわち所定の周波数帯域にお
けるパワーの総和の値が用いられる。算出したパワー情報ＭＰｐは、楽曲分類部２５に供
給される。
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【００５６】
　楽曲分類部２５は、エンベロープ解析部３５から供給されたエンベロープ情報ＭＰｅお
よびパワー解析部３６から供給されたパワー情報ＭＰｐに基づき、楽曲特徴量データベー
ス２６を参照することによって楽曲を分類する。そして、楽曲分類部２５は、この分類結
果を示す楽曲分類情報を生成する。生成された楽曲分類情報は、楽曲分類データベース２
７に供給される。
【００５７】
　楽曲特徴量データベース２６は、様々な楽曲データから抽出された特徴量に基づき、楽
曲データを分類する際に用いられるデータベースである。この例では、楽曲の特徴量とし
て、エンベロープ情報およびＭＰｅパワー情報ＭＰｐが用いられ、これらの特徴量に基づ
き、比較対象となる楽曲がカテゴリ毎に分類される。例えば、楽曲特徴量データベース２
６に基づき、楽曲が「ロック」や「クラシック」などのカテゴリに分類される。
【００５８】
　楽曲分類データベース２７は、楽曲分類部２５から供給された楽曲分類情報に基づき、
特徴量の算出が行われた楽曲データと、特徴量に基づく分類結果とを対応付けて記録する
。このようにして、楽曲分類データベース２７には、再生装置１に記録された全ての楽曲
データの分類結果が記録される。
【００５９】
　楽曲分類選択部２８は、騒音分類部２２から供給された騒音分類情報に基づき、楽曲分
類データベース２７を参照して、現在の環境騒音の分類結果に応じて適していると判断さ
れる楽曲分類の候補を選択する。例えば、現在の環境騒音の分類結果の特徴量に近い特徴
量を有する楽曲分類から上位の複数、例えば２～３種類の楽曲分類を選択する。
【００６０】
　ここで、騒音特徴量データベース２３について説明する。騒音特徴量データベース２３
には、予め収音した様々な環境における環境騒音の特徴量に基づく環境毎の境界線が設定
されており、この境界線によって現在の環境騒音を分類することができる。
【００６１】
　騒音特徴量データベース２３を作成する場合には、図６Ａに示すように、先ず、様々な
環境において、実際に収音された環境騒音の騒音データを環境毎に分類する。この例では
、例えば、収音された騒音データＮＴを「電車」および「喫茶店」などの環境毎の騒音デ
ータに分類する。そして、これらの騒音データＮＴを周波数分析部４１に供給する。
【００６２】
　周波数分析部４１は、供給されたそれぞれの騒音データＮＴに対して周波数分析を施し
、周波数情報ＮＳを取得する。この取得した周波数情報ＮＳは、エンベロープ解析部４２
およびパワー解析部４３に供給される。エンベロープ解析部４２は、周波数情報ＮＳに基
づき、それぞれの騒音データＮＴにおけるエンベロープ情報ＮＰｅを算出する。また、パ
ワー解析部４３は、周波数情報ＮＳに基づき、それぞれの騒音データＮＴにおけるパワー
情報ＮＰｐを算出する。
【００６３】
　次に、図６Ｂに示すように、算出されたエンベロープ情報ＮＰｅおよびパワー情報ＮＰ
ｐに基づき、それぞれの騒音データＮＴをエンベロープ情報ＮＰｅおよびパワー情報ＮＰ
ｐの２次元平面上にマッピングする。「電車」や「喫茶店」などの環境毎に分類された騒
音データＮＴをマッピングすることにより、２次元平面上には、騒音データＮＴの分類毎
に境界が形成されるので、この分類毎の境界を示す境界線を設定する。
【００６４】
　このようにして設定された境界線の情報と、特徴量に基づく２次元平面のデータとを騒
音特徴量データベース２３として設定する。したがって、楽曲を再生する際に収音された
騒音データＮＴの特徴量に基づき、この騒音特徴量データベース２３を参照することによ
り、収音された環境騒音を分類することができる。例えば、収音された騒音データＮＴの
エンベロープ情報ＮＰｅおよびパワー情報ＮＰｐに基づき環境特徴量データベース２３を
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参照する。そして、収音された騒音データＮＴが境界線の上側にあれば、環境騒音が「電
車」に分類され、境界線の下側にあれば、環境騒音が「喫茶店」に分類される。
【００６５】
　なお、分類毎の境界が明確である場合には、人の判断によって境界線を設定してもよい
。しかしながら、分類毎の境界が明確でない場合や、特徴量が３次元以上である場合には
、人の判断による境界の設定が困難となるため、例えば数学的な手法を用いて、分類毎の
境界線を設定すると好ましい。
【００６６】
　また、ここでは、環境騒音を「電車」および「喫茶店」の２つの環境に分類した場合を
例にとって説明したが、これはこの例に限られない。例えば、環境騒音を３つ以上の環境
に分類する場合についても同様に環境毎の境界線を設定することにより、環境騒音を３つ
以上に分類することができる。
【００６７】
　楽曲特徴量データベース２６について説明する。楽曲特徴量データベース２６には、様
々なカテゴリに分類された楽曲の特徴量に基づくカテゴリ毎の境界線が設定されており、
この境界線によって楽曲を分類することができる。
【００６８】
　楽曲特徴量データベース２６は、騒音特徴量データベース２３と同様の作成方法を用い
ることにより作成することができる。先ず、カテゴリが既に判別している楽曲の楽曲デー
タをカテゴリ毎に分類する。この例では、例えば、楽曲データＭＴを「ロック」および「
クラシック」などのカテゴリ毎の楽曲データに分類する。そして、これらの楽曲データＭ
Ｔに対して周波数分析を行うことによって得られる周波数情報ＭＳに基づき、それぞれの
楽曲データＭＴにおけるエンベロープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐを算出する。
【００６９】
　次に、算出されたエンベロープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐに基づき、それぞれ
の楽曲データＭＴをエンベロープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐの２次元平面上にマ
ッピングする。「ロック」や「クラシック」などのカテゴリ毎に分類された楽曲データＭ
Ｔをマッピングすることにより、２次元平面上には、楽曲データＭＴの分類毎に境界が形
成されるので、この分類毎の境界を示す境界線を設定する。
【００７０】
　このようにして設定された境界線の情報と、特徴量に基づく２次元平面のデータとを騒
音特徴量データベース２３として設定する。したがって、再生装置１に記録された楽曲デ
ータＭＴの特徴量に基づき、この楽曲特徴量データベース２６を参照することにより、再
生装置１に記録された楽曲を分類することができる。例えば、楽曲データＭＴのエンベロ
ープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐに基づき楽曲特徴量データベース２６を参照し、
楽曲データＭＴが境界線の上側にあれば、楽曲が「ロック」に分類され、境界線の下側に
あれば、楽曲が「クラシック」に分類される。
【００７１】
　なお、上述のように、楽曲を「ロック」および「クラシック」の２つのカテゴリに分類
する場合に限られず、例えば、楽曲を３つ以上のカテゴリに分類する場合についても同様
にカテゴリ毎の境界線を設定することにより、楽曲を３つ以上に分類することができる。
【００７２】
　次に、表示部４における表示の一例について、図２を参照して説明する。この発明の実
施の第１の形態では、表示部４の表示領域のうち、所定の領域に環境騒音の分類結果が表
示され、環境騒音の分類結果を表示する領域とは別の領域に、環境騒音の分類結果に基づ
いて選択された楽曲分類の候補が表示される。
【００７３】
　例えば、表示部４の左側の領域には、環境騒音の分類結果を示す２次元平面が表示され
、右側の領域には、環境騒音の分類結果に基づいて選択された楽曲分類の候補を示す２次
元平面が表示される。これらの２次元平面は、環境騒音および楽曲から抽出された特徴量
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を示す評価軸Ａおよび評価軸Ｂによって形成されている。評価軸Ａおよび評価軸Ｂとして
は、例えばパワー情報およびエンベロープ情報を用いることができる。
【００７４】
　ユーザによって環境騒音に応じた楽曲分類の候補の提示が指示されると、マイク３によ
って収音された現在の環境騒音から抽出された特徴量に基づき環境騒音が分類される。そ
して、分類結果が左側の２次元平面にマッピングされ、分類結果を示す分類名が表示され
る。図２に示す例では、環境騒音が「分類ｂ」に分類され、２次元平面上に表示される。
なお、これ以外の分類結果を示す「分類ａ」、「分類ｃ」および「分類ｄ」は、表示され
ない。また、分類結果の表示は、分類名を表示せず、分類が判断できるような図形等を表
示させるようにしてもよい。
【００７５】
　また、再生装置１内の記録媒体に記録された楽曲から抽出された特徴量に基づき楽曲が
分類され、それぞれの楽曲の特徴量に基づき、分類結果が右側の２次元平面にマッピング
される。例えば、記録媒体に記録されたそれぞれの楽曲が「分類１」～「分類７」に分類
され、２次元平面上にマッピングされる。
【００７６】
　このとき、環境騒音および楽曲の分類結果は、それぞれの特徴量に基づいてマッピング
されるため、マッピングされた環境騒音の分類および楽曲分類の位置が近い程、環境騒音
および楽曲が似た特徴を有していることを示す。ここで、上記に説明したように、現在の
環境騒音の特徴に似た特徴を有する楽曲分類が、現在の環境騒音下において聴きやすい楽
曲分類であるとすると、現在の環境騒音がマッピングされた位置に近い楽曲分類が聴きや
すい楽曲分類であると考えられる。
【００７７】
　したがって、マッピングされた楽曲分類の中から環境騒音の分類結果に近い位置の楽曲
分類が、聴きやすい楽曲分類の候補として楽曲分類選択部２８で選択され、分類結果を示
す分類名が右側の２次元平面上に表示される。この例では、環境騒音の分類結果である「
分類ｂ」に近い位置の楽曲分類として、図２に示す環境騒音の分類結果の位置を中心とし
た点線の円で囲まれた「分類１」、「分類２」および「分類３」が、現在の環境騒音下に
おいて聴きやすい楽曲分類の候補として選択され、所謂「おすすめ」の楽曲分類として、
２次元平面上に表示される。なお、選択されなかった楽曲分類を示す「分類４」～「分類
７」については、表示されない。
【００７８】
　そして、ユーザは、右側の２次元平面上に表示された「分類１」～「分類３」の中から
所望の楽曲分類を選択することにより、選択された楽曲分類に分類された楽曲を聴取する
ことができる。このとき再生される楽曲は、例えば、選択された楽曲分類に分類された楽
曲の中からランダムに選択されるようにしてもよいし、環境騒音の特徴量に最も近い特徴
量を有する楽曲が選択されるようにしてもよい。また、例えば、選択された楽曲分類に分
類された楽曲の一覧を表示させ、表示された楽曲一覧の中から、ユーザが聴取したい楽曲
を選択するようにしてもよい。
【００７９】
　なお、楽曲分類の候補を表示する際に、例えば、点線の円で囲まれた部分に対して、円
の中心から円周方向に向かって色合いが薄くなるようなグラデーションなどによる表示を
行うようにすると好ましい。こうすることにより、円の中心付近が最も「おすすめ度合い
が高い」といった視覚的な効果を得ることができ、表示の効果を高めることができるため
である。
【００８０】
　この発明の実施の第１の形態に適用可能な再生装置１の一例の構成について、図７を参
照して説明する。なお、図７では、この発明の実施の第１の形態と関係のない部分につい
ては図示せず、説明を省略する。再生装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１
１、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、音声信号
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処理部１４、記録再生制御部１５、入力処理部１６、表示部４および操作部５がバス１０
を介して接続されている。
【００８１】
　ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３をワークメモリとして用い、ＲＯＭ１２に予め記憶されたプ
ログラムに従いこの再生装置１の全体の動作を制御する。例えば、ＣＰＵ１１は、バス１
０を介して各部とコマンドやデータのやりとりを行い、各部を制御する。また、ＣＰＵ１
１は、操作部５に対する操作に応じて、記録媒体１８に記録された楽曲データの再生を制
御する。
【００８２】
　ＣＰＵ１１は、図５に示す環境騒音に基づく楽曲分類の選択を行う。ＣＰＵ１１は、マ
イク３で収音された環境騒音の騒音データを入力処理部１６を介して受け取り、騒音デー
タの解析を行い、この解析結果に応じて環境騒音を所定に分類する。また、ＣＰＵ１１は
、後述する音声信号処理部１４からディジタル音声信号に変換された楽曲データを受け取
り、楽曲データの解析を行って楽曲を分類し、楽曲データと楽曲分類結果とを対応付けて
楽曲分類データベース２７に記録する。そして、楽曲分類データベース２７を参照して、
環境騒音の分類結果に応じた楽曲分類を所定に選択し、この選択された楽曲分類に分類さ
れた楽曲データの再生を制御する。なお、楽曲分類データベース２７は、例えば後述する
記録媒体１８に記録される。
【００８３】
　音声信号処理部１４には、音声出力部１７が接続される。音声信号処理部１４は、再生
対象である楽曲データを、後述する記録媒体１８から記録再生制御部１５を介して受け取
り、楽曲データに対してＤ／Ａ（Digital/Analog）変換等の各種処理を施し、アナログ音
声信号に変換する。また、楽曲データが圧縮されている場合には、所定の圧縮方式を用い
て伸長処理を施す。そして、音声信号処理部１４は、ディジタル音声信号をＣＰＵ１１に
供給する。また、音声信号処理部１４は、このアナログ音声信号を、音声出力部１７を介
して出力する。音声出力部１７としては、例えばヘッドフォン２やスピーカを用いること
ができる。
【００８４】
　記録再生制御部１５には、記録媒体１８が接続される。記録再生制御部１５は、記録媒
体１８に対するデータの記録制御や、記録媒体１８に記録されたデータの再生制御を行う
。記録媒体１８には、楽曲データや、ＣＰＵ１１における騒音データの解析の際に参照さ
れる騒音特徴量データベース２４が記録されている。記録媒体１８としては、例えば着脱
可能な不揮発性メモリや、着脱可能または再生装置１に内蔵されるハードディスク等を用
いることができる。
【００８５】
　入力処理部１６には、マイク３が接続される。マイク３は、環境騒音を収音し、環境騒
音の騒音データをアナログ音声信号に変換して入力処理部１６に供給する。入力処理部１
６は、マイク３から供給されたアナログ音声信号に対してＡ／Ｄ（Analog/Digital）変換
等の各種処理を施し、ディジタルの騒音データに変換する。変換された騒音データは、Ｃ
ＰＵ１１に供給される。
【００８６】
　表示部４は、再生された楽曲のタイトル名やアーティスト名、再生時間等の再生中の楽
曲に関する情報を表示することができる。また、表示部４は、環境騒音の分類結果や、環
境騒音の分類結果に応じて選択可能な楽曲分類の候補を表示する。
【００８７】
　操作部５は、この再生装置１を操作するために用いられる各種の操作子が設けられ、各
操作子に対する操作に応じた制御信号を出力する。例えば、楽曲データを再生／停止する
ための再生キーや停止キー、環境騒音に応じた楽曲分類の候補を自動的に選択するための
操作子などが設けられている。また、操作部５としては、例えば表示部４に積層されるタ
ッチパネルを用いてもよい。
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【００８８】
　この発明の実施の第１の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて、図８および
図９に示すフローチャートを参照して説明する。なお、特別な記載がない限り、以下の処
理は、ＣＰＵ１１の制御の下で行われるものとする。
【００８９】
　ステップＳ１において、ユーザによって再生装置１の電源がＯＮとされ、ステップＳ２
において、操作部５に設けられた、環境騒音に応じた楽曲分類の提示を指示するための操
作子がユーザによって操作される。
【００９０】
　ステップＳ３では、再生装置１に記録された全ての楽曲について、特徴量が算出され楽
曲分類データベース２７に登録されているか否かが判断される。全ての楽曲について、特
徴量が算出されていないと判断された場合には、処理がステップＳ４に移行する。ステッ
プＳ４では、特徴量算出の対象となる楽曲が選択され、ステップＳ５において、選択され
た楽曲の楽曲データＭＴに対して周波数分析が施され、周波数情報ＭＳに基づき、楽曲の
特徴量であるエンベロープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐが算出される。ステップＳ
６では、算出されたエンベロープ情報ＭＰｅおよびパワー情報ＭＰｐに基づき、楽曲特徴
量データベース２６を参照して楽曲が分類される。
【００９１】
　ステップＳ７において、特徴量算出の対象となった全ての楽曲について、特徴量が算出
されたか否かが判断される。全ての楽曲について特徴量を算出したと判断された場合には
、処理がステップＳ８に移行し、特徴量算出の対象となる楽曲とその特徴量とが対応づけ
られて楽曲分類データベース２７に記録される。また、全ての楽曲について特徴量を算出
していないと判断された場合には、処理がステップＳ４に戻り、特徴量算出の対象となる
別の楽曲が選択される。
【００９２】
　一方、ステップＳ３において、全ての楽曲について特徴量が算出され楽曲分類データベ
ース２７に登録されていると判断された場合には、処理がステップＳ９に移行する。ステ
ップＳ９では、マイク３を介して環境騒音が収音され、環境騒音の騒音データＮＴがＣＰ
Ｕ１１に供給される。
【００９３】
　ステップＳ１０では、環境騒音の騒音データＮＴに対して周波数分析が施され、周波数
情報ＮＳに基づき、環境騒音の特徴量であるエンベロープ情報ＮＰｅおよびパワー情報Ｎ
Ｐｐが算出される。そして、ステップＳ１１において、算出されたエンベロープ情報ＮＰ
ｅおよびパワー情報ＮＰｐに基づき騒音特徴量データベース２３を参照して現在の環境騒
音が分類される。
【００９４】
　ステップＳ１２で現在の環境騒音の分類結果が表示部４に表示され、ステップＳ１３で
現在の環境騒音の分類結果に応じた楽曲分類の複数の候補が表示部４に表示される。ステ
ップＳ１４では、ユーザによる操作部５に対する操作により、表示部４に表示された楽曲
分類の候補の中から所定の楽曲分類が選択される。
【００９５】
　ステップＳ１５では、選択された楽曲分類に分類された楽曲の中から所定の楽曲が選択
され、対応する楽曲データが記録媒体１８から読み出されて再生される。ここで再生され
る楽曲は、例えば、選択された楽曲分類に分類された楽曲の中からランダムに選択される
ようにしてもよいし、環境騒音の特徴量に最も近い特徴量を有する楽曲が選択されるよう
にしてもよい。　また、例えば、選択された楽曲分類に分類された楽曲の一覧を表示させ
、表示された楽曲の一覧から、ユーザが聴取したい楽曲を選択するようにしてもよい。
【００９６】
　ステップＳ１６では、音楽を聴取し続けるか否かが判断される。音楽を聴取し続けると
判断された場合には、処理がステップＳ１５に戻り、楽曲の再生が継続される。また、再
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生された楽曲が終了した場合には、同一の楽曲分類に分類された楽曲が選択され、再生さ
れる。このとき、一度再生された楽曲を所定回数選択されないようにしたり、同一の楽曲
が連続して選択されないように、別の楽曲が選択されるようにすると好ましい。
【００９７】
　一方、音楽の再生を終了すると判断された場合には、処理がステップＳ１７に移行し、
現在の環境騒音を再度解析するか否かが判断される。環境騒音を解析すると判断された場
合には、処理がステップＳ９に戻り、マイク３によって現在の環境騒音が収音される。ま
た、環境騒音を解析しないと判断された場合には、ステップＳ１８において、ユーザによ
って再生装置１の電源がＯＦＦとされ、一連の処理が終了する。
【００９８】
　なお、ステップＳ４からステップＳ８における楽曲の分類および楽曲分類データベース
の構築（場合によっては更新）は、環境騒音の分類結果に応じた楽曲分類の提示が指示さ
れた段階で行ってもよいし、楽曲データが記録媒体１８に記録された段階で行うようにし
てもよい。また、これに限られず、再生装置１の外部で予め楽曲分類がなされた状態で、
楽曲データを記録媒体１８に記録するようにしてもよい。この場合には、ステップＳ５お
よびＳ６の処理を省略することができ、予めなされた楽曲分類の結果に従って、ステップ
Ｓ８における楽曲分類データベースの構築を行えばよい。
【００９９】
　このように、この発明の実施の第１の形態では、環境騒音の分類結果に基づき現在の環
境騒音に対して適した楽曲分類を複数選択してユーザに対して提示するようにしている。
そして、最終的な楽曲分類の選択がユーザによって行われるため、ユーザの嗜好に合った
楽曲分類を選択することができる。
【０１００】
　次に、この発明の実施の第１の形態の変形例について説明する。上述した実施の第１の
形態では、環境騒音の分類結果と、環境騒音の分類結果に基づき選択可能な楽曲分類の候
補とを、それぞれ独立した平面上に表示させるようにしていた。しかしながら、例えば、
再生装置に設けられた表示部の表示領域が小さい場合に、環境騒音および楽曲の分類結果
を独立して表示させてしまうと、表示が見づらくなってしまうおそれがある。そこで、こ
の発明の実施の第１の形態の変形例では、環境騒音の分類結果と、楽曲分類の候補とを同
一の平面上に表示させるようにしている。
【０１０１】
　図１０は、この発明の実施の第１の形態の変形例による表示部における表示の一例を示
す。この発明の実施の第１の形態の変形例では、特徴量としてのパワー情報およびエンベ
ロープ情報を用いた評価軸Ａおよび評価軸Ｂからなる同一の２次元平面上に、環境騒音の
分類結果と環境騒音の分類結果に基づいて選択された楽曲分類の候補とが表示される。
【０１０２】
　ユーザによって環境騒音に応じた楽曲分類の候補の提示が指示されると、現在の環境騒
音から抽出された特徴量に基づき環境騒音が分類される。そして、環境騒音の分類結果が
２次元平面にマッピングされ、分類結果を示す分類名が表示される。現在の環境騒音の分
類結果は、例えば図１０の斜線部分で示されるように表示される。
【０１０３】
　また、再生装置１内の記録媒体１８に記録された楽曲から抽出された特徴量に基づき、
楽曲が例えば「分類１」～「分類７」に分類され、２次元平面にマッピングされる。現在
の環境騒音の特徴に似た特徴を有する楽曲分類が、現在の環境騒音下において聴きやすい
楽曲分類であるとした場合には、マッピングされた楽曲分類の中から環境騒音の分類結果
に近い位置の楽曲分類が、聴きやすい楽曲分類の候補として楽曲分類選択部２８で選択さ
れ、分類結果を示す分類名が２次元平面上に表示される。
【０１０４】
　この例では、図１０に示す環境騒音の分類結果を中心とした点線の円で囲まれた「分類
１」、「分類２」および「分類３」が、現在の環境騒音下において聴きやすい楽曲分類の
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候補として選択され、２次元平面上に表示される。選択されなかった楽曲分類を示す「分
類４」～「分類７」については、表示されない。そして、ユーザは、２次元平面上に表示
された「分類１」～「分類３」の中から所望の楽曲分類を選択することにより、選択され
た楽曲分類に分類された楽曲を聴取することができる。
【０１０５】
　このとき、環境騒音の分類結果と、選択可能な楽曲分類の結果とが同一平面上に表示さ
れるため、両方の分類名をそのまま表示してしまうと、表示が煩雑となってしまう。その
ため、環境騒音の分類結果と楽曲分類の結果とを区別できるように、楽曲分類名のみを表
示させ、環境騒音の分類結果を示す表示を点や円といった図形などで表示させると好まし
い。また、環境騒音の分類結果を示す記号を点滅させるなどして表示させるとより好まし
い。
【０１０６】
　なお、上述した実施の第１の形態と同様に、楽曲分類の候補を表示する際に、点線の円
で囲まれた部分に対してグラデーションなどを用いた視覚的な表示を行うようにすると好
ましい。
【０１０７】
　このように、この発明の実施の第１の形態の変形例では、環境騒音の分類結果と、選択
可能な楽曲分類の候補とを、同一平面上に表示させるようにしているため、現在の環境騒
音に対して適した楽曲分類を直感的に判断することができる。
【０１０８】
　この発明の実施の第２の形態について説明する。この発明の実施の第２の形態は、上述
の実施の第１の形態と同様にして現在の環境騒音に応じた楽曲分類の候補を選択した後、
楽曲分類の再生頻度に応じて、楽曲分類の候補の中から再生頻度の高い楽曲分類を抽出し
、限定的に提示するものである。
【０１０９】
　現在の環境騒音に対して適した楽曲分類を限定的に提示する方法について、図１１を参
照して説明する。なお、上述した実施の第１の形態において説明した図５と共通する部分
については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、ここでは、マイク３によ
って収音された騒音データＮＴから、騒音分類部２２に供給されるエンベロープ情報ＮＰ
ｅおよびパワー情報ＮＰｐを生成する部分については、上述した実施の第１の形態と同様
であるため、説明を省略する。
【０１１０】
　騒音分類部２２は、エンベロープ解析部３２から供給されたエンベロープ情報ＮＰｅお
よびパワー解析部３３から供給されたパワー情報ＮＰｐに基づき、騒音特徴量データベー
ス２３を参照することによって環境騒音を分類する。そして、分類結果を示す騒音分類情
報を生成する。生成された騒音分類情報は、楽曲分類選択部２８に供給される。
【０１１１】
　楽曲分類選択部２８は、騒音分類部２２から供給された騒音分類情報に基づき、楽曲分
類データベース２７を参照して、現在の環境騒音の分類結果に応じて適していると判断さ
れる楽曲分類の候補を選択する。例えば、現在の環境騒音の分類結果の特徴量に近い特徴
量を有する楽曲分類から上位の複数、例えば３種類の楽曲分類を選択する。そして、楽曲
分類選択部２８は、選択された楽曲分類を示す楽曲分類選択情報を生成し、限定部５１に
供給する。
【０１１２】
　限定部５１は、楽曲分類選択部２８から供給された楽曲分類選択情報に基づき、再生頻
度データベース５２を参照して、楽曲分類選択情報で示される選択された楽曲分類の候補
の中から再生頻度の高い楽曲分類順に複数、例えば２種類の楽曲分類を選択するような限
定を行う。
【０１１３】
　再生頻度データベース５２は、楽曲分類とその楽曲分類が過去に再生された履歴に基づ
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く再生頻度とが対応付けられて記録されたデータベースである。再生頻度データベース５
２は、楽曲が再生された際の再生履歴を示す再生情報を受け取り、再生された楽曲の分類
と再生履歴とを対応付けて記録する。そして、図１２に示すように、再生頻度データベー
ス５２には、各楽曲分類の再生履歴に基づく再生頻度が段階的に記録される。この例では
、各楽曲分類の再生頻度を５段階で示し、“☆”マークの数が多いほど、その楽曲分類の
再生頻度が高いことを示す。例えば、「分類１」の楽曲分類の再生頻度が最も高く、「分
類３」の楽曲分類の再生頻度が最も低い。
【０１１４】
　ここで、例えば図１２に示すような再生頻度データベース５２が構築されており、楽曲
分類選択部２８において「分類１」、「分類２」および「分類３」の楽曲分類が選択され
た場合について考える。限定部５１は、楽曲分類選択部２８から「分類１」、「分類２」
および「分類３」の楽曲分類が選択されたことを示す楽曲分類選択情報を受け取ると、図
１２に示す再生頻度データベース５２を参照する。
【０１１５】
　限定部５１は、データベースの参照の結果、「分類１」～「分類３」の楽曲分類のうち
「分類３」の楽曲分類の再生頻度が低いと判断し、「分類１」～「分類３」の楽曲分類の
中から「分類３」を除いた「分類１」および「分類２」の楽曲分類を選択する。そして、
表示部４には、限定部５１で選択された「分類１」および「分類２」の楽曲分類が表示さ
れる。
【０１１６】
　この発明の実施の第２の形態における表示部４の表示の一例について説明する。図１３
は、環境騒音の分類結果と、環境騒音の分類結果に基づき選択可能な楽曲分類の候補とを
、それぞれ独立した平面上に表示させる場合の一例を示す。
【０１１７】
　図１３に示される左側の２次元平面には、現在の環境騒音から抽出された特徴量に基づ
く環境騒音の分類結果がマッピングされ、分類結果を示す分類名が表示される。この例で
は、例えば環境騒音が「分類ｂ」に分類されて表示される。
【０１１８】
　一方、右側の２次元平面には、再生装置１内の記録媒体１８に記録された楽曲から抽出
された特徴量に基づく楽曲の分類結果がマッピングされる。例えば、記録媒体に記録され
たそれぞれの楽曲が「分類１」～「分類７」に分類されてマッピングされる。マッピング
された楽曲分類の中から環境騒音の分類結果に近い位置の楽曲分類が、聴きやすい楽曲分
類の候補として楽曲分類選択部２８で選択される。
【０１１９】
　ここで、この発明の実施の第２の形態では、選択された楽曲分類の複数の候補の中から
、再生頻度に基づいて選択可能な楽曲分類の候補をさらに選択するようにしている。その
ため、限定部５１において、再生頻度データベース５２に基づく再生頻度の判断が行われ
、再生頻度が低いと判断された楽曲分類が除外され、選択された楽曲分類の候補の中から
再生頻度の高い楽曲分類のみが所定数、例えば２～３種類だけ限定的に選択される。この
ようにして選択された楽曲分類の候補の分類名が右側の２次元平面上に表示される。
【０１２０】
　この例では、環境騒音の分類結果である「分類ｂ」に近い位置の楽曲分類として、図１
３に示す環境騒音の分類結果の位置を中心とした点線の円で囲まれた「分類１」、「分類
２」および「分類３」が聴きやすい楽曲分類、所謂「おすすめ」の楽曲分類の候補として
選択される。そして、限定部５１において、再生頻度データベース５２に基づく再生頻度
の判断が行われ、「分類３」の再生頻度が低いと判断されて楽曲分類の候補から除外され
る。したがって、右側の２次元平面上には、「分類１」および「分類２」のみが「おすす
め」の楽曲分類の候補として表示される。「分類３」の楽曲分類は、再生頻度が低く候補
から除外されるため、点線の円で示される領域内に含まれていても表示されない。
【０１２１】
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　また、「分類３」の楽曲分類は、再生頻度が低く候補から除外されるが、点線の円で示
される領域に表示しても構わない。しかしながらこの場合、「分類３」の楽曲分類は、他
の「分類１」や「分類２」とは異なり、表示部４上で薄く表示される等、他の分類と識別
して表示されるようにすると好ましい。
【０１２２】
　環境騒音の分類結果と、環境騒音の分類結果に基づき選択可能な楽曲分類の候補とを同
一の平面上に表示させる場合には、図１４に示すように、現在の環境騒音の分類結果が、
斜線部分で示されるような図形で表示される。
【０１２３】
　また、「分類１」～「分類７」に分類された楽曲分類がマッピングされ、環境騒音の分
類結果に近い位置の楽曲分類が、聴きやすい楽曲分類の候補として楽曲分類選択部２８で
選択される。そして、限定部５１において、再生頻度データベース５２に基づく再生頻度
の判断が行われ、選択された楽曲分類の候補の中から再生頻度の高い楽曲分類のみが所定
数だけ限定的に選択されて２次元平面上に表示される。
【０１２４】
　この例では、図１４に示す環境騒音の分類結果を中心とした点線の円で囲まれた「分類
１」、「分類２」および「分類３」が、現在の環境騒音下において聴きやすい楽曲分類の
候補として選択される。そして、限定部５１において、再生頻度データベース５２に基づ
く再生頻度の判断が行われ、「分類３」の再生頻度が低いと判断されて楽曲分類の候補か
ら除外され、「分類１」および「分類２」のみが「おすすめ」の楽曲分類の候補として表
示される。「分類３」の楽曲分類は、図１３に示す例と同様に、表示されない。
【０１２５】
　また、「分類３」の楽曲分類は、再生頻度が低く候補から除外されるが、点線の円で示
される領域に表示しても構わない。しかしながらこの場合、「分類３」の楽曲分類は、他
の「分類１」や「分類２」とは異なり、表示部４上で薄く表示される等、他の分類と識別
して表示されるようにすると好ましい。
【０１２６】
　この発明の実施の第２の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて、図１５に示
すフローチャートを参照して説明する。なお、特別な記載がない限り、以下の処理は、Ｃ
ＰＵ１１の制御の下で行われるものとする。また、上述の実施の第１の形態において説明
した図８および図９と共通する部分については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略す
る。ステップＳ１からステップＳ１２までの処理は、図８に示す処理と同様であるため、
説明を省略する。
【０１２７】
　ステップＳ２１では、ステップＳ１１で得られた現在の環境騒音の分類結果に応じた楽
曲分類の複数の候補が選択される。ステップＳ２２では、限定部５１において、選択され
た楽曲分類の複数の候補を示す楽曲分類選択情報に基づき、再生頻度データベース５２を
参照して、楽曲分類の候補として再生頻度が上位である楽曲分類が所定数だけ限定的に選
択される。そして、ステップＳ２３において、限定的に選択された楽曲分類の候補が表示
部４に表示される。
【０１２８】
　ステップＳ２４では、ユーザによる操作部５に対する操作により、表示部４に表示され
た楽曲分類の候補の中から所定の楽曲分類が選択され、ステップＳ２５において、選択さ
れた楽曲分類に分類された楽曲の中から所定の楽曲が再生される。
【０１２９】
　ステップＳ２６では、音楽を聴取し続けるか否かが判断される。音楽を聴取し続けると
判断された場合には、処理がステップＳ２５に戻り、楽曲の再生が継続される。また、再
生された楽曲が終了した場合には、同一の楽曲分類に分類された別の楽曲が選択されて再
生される。
【０１３０】
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　一方、音楽の再生を終了すると判断された場合には、ステップＳ２７において、現在の
環境騒音を再度解析するか否かが判断される。環境騒音を解析すると判断された場合には
、処理がステップＳ９に戻る。また、環境騒音を解析しないと判断された場合には、ステ
ップＳ２８において、ユーザによって再生装置１の電源がＯＦＦとされ、一連の処理が終
了する。
【０１３１】
　このように、この発明の実施の第２の形態では、このように、ユーザが普段からあまり
聴取しないような再生頻度の低い楽曲分類の優先度を下げ、聴取する頻度の高い楽曲分類
に限定し、現在の環境騒音に対して適した楽曲分類の候補を表示させるようにしている。
こうすることにより、よりユーザの嗜好に合った楽曲分類を選択することができる。
【０１３２】
　この発明の実施の第３の形態について説明する。この発明の実施の第３の形態は、ノイ
ズキャンセリング機能を有する再生装置に対して、ユーザが体感する環境騒音に応じた楽
曲分類の候補を提示する処理を適用するものである。
【０１３３】
　ノイズキャンセリング機能は、収音した環境騒音に基づき、環境騒音を打ち消す逆位相
の信号を発生させ、この信号成分を再生音に付加することによりユーザが体感する環境騒
音を低減させるものである。
【０１３４】
　例えば、マイク３がヘッドフォン２の内部に設けられている場合、楽曲を再生する際に
ユーザが体感する環境騒音は、ノイズキャンセリング機能によって騒音が低減された環境
騒音である。また、マイク３によって収音される環境騒音も、ノイズキャンセリング機能
によって騒音が低減された環境騒音である。
【０１３５】
　この場合、ユーザが体感する環境騒音とマイク３によって収音される環境騒音とが同一
であるので、マイク３によって収音された環境騒音をそのまま解析・分類し、環境騒音の
分類結果に応じて現在の環境騒音に対して適した楽曲分類の候補を提示すればよい。すな
わち、マイク３がヘッドフォン２の内部に設けられている場合には、上述した実施の第１
の形態と同様の処理を行うことにより、ユーザが体感する環境騒音に対して適した楽曲分
類の候補を提示することができる。
【０１３６】
　一方、マイク３がヘッドフォン２の外部に設けられている場合、ユーザが体感する環境
騒音は、ノイズキャンセリング機能によって騒音が低減された環境騒音である。また、マ
イク３によって収音される環境騒音は、ノイズキャンセリング機能によって騒音が低減さ
れた環境騒音ではなく、実際の環境騒音そのものである。
【０１３７】
　この場合、ユーザが体感する環境騒音とマイク３によって収音される環境騒音とが同一
ではない。そのため、マイク３によって収音された環境騒音に対して解析・分類を行い、
環境騒音の分類結果に応じた楽曲分類の候補を提示しても、ユーザが体感する環境騒音に
対して適した楽曲分類の候補を提示することができない。
【０１３８】
　そこで、この発明の実施の第３の形態では、マイク３がヘッドフォン２の外部に設けら
れている場合に、マイク３によって収音された環境騒音に対してノイズキャンセル機能が
ＯＮである場合と同等の処理を施し、騒音が低減された環境騒音を生成する。そして、騒
音が低減された環境騒音に対して解析・分類を行い、分類結果に応じて現在の環境騒音に
対して適した楽曲分類の候補を提示する。
【０１３９】
　図１６は、マイク３がヘッドフォン２の外部に設けられた場合において、現在の環境騒
音に対して適した楽曲分類を選択する方法について説明するためのブロック図である。こ
の例では、環境騒音に対する解析として、環境騒音の周波数領域におけるエンベロープお
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よびパワーの解析を行い、これらの解析結果を環境騒音の特徴量として算出する場合につ
いて説明する。なお、上述した図５と共通する部分については、同一の符号を付し、詳細
な説明を省略する。
【０１４０】
　マイク３によって収音された環境騒音の騒音データＮＴが特徴量抽出部２１の周波数分
析部３１に供給される。周波数分析部３１は、入力された騒音データＮＴに対して所定の
周波数分析を施し、周波数情報ＮＳを取得する。取得した周波数情報ＮＳは、スイッチ６
１に供給される。
【０１４１】
　スイッチ６１は、入力端子６１ａ、出力端子６１ｂおよび６１ｃを備える。スイッチ６
１は、ユーザによる操作部５に対する操作に基づくノイズキャンセリング機能のＯＮ／Ｏ
ＦＦに応じて、入力端子６１ａに入力された周波数情報ＮＳを出力端子６１ｂおよび６１
ｃのいずれか一方の出力端子から選択的に出力する。
【０１４２】
　ノイズキャンセリング機能がＯＮとされている場合には、出力端子６１ｂが選択され、
入力端子６１ａに供給された周波数情報ＮＳを出力端子６１ｂから出力し、等価フィルタ
６２に供給する。一方、ノイズキャンセリング機能がＯＦＦとされている場合には、出力
端子６１ｃが選択され、周波数情報ＮＳを出力端子６１ｃから出力し、エンベロープ解析
部３２およびパワー解析部３３に供給する。
【０１４３】
　等価フィルタ６２は、収音された環境騒音の騒音データＮＴにおける周波数情報ＮＳに
対して、ノイズキャンセル機能を用いた際に得られる低減効果と同等の効果が得られる処
理を施し、騒音が低減された場合と同等の騒音データの周波数情報ＴＮＳを生成する。生
成された周波数情報ＴＮＳは、エンベロープ解析部３２およびパワー解析部３３に供給さ
れる。
【０１４４】
　エンベロープ解析部３２は、スイッチ６１を介して周波数分析部３１から供給された周
波数情報ＮＳまたは、等価フィルタ６２から供給された周波数情報ＴＮＳに基づきエンベ
ロープの解析を行い、エンベロープ情報ＮＰｅまたはＴＮＰｅを算出する。算出されたエ
ンベロープ情報ＮＰｅまたはＴＮＰｅは、騒音分類部２２に供給される。
【０１４５】
　パワー解析部３３は、スイッチ６１を介して周波数分析部３１から供給された周波数情
報ＮＳまたは、等価フィルタ６２から供給された周波数情報ＴＮＳに基づきパワーの解析
を行い、パワー情報ＮＰｐまたはＴＮＰｐを算出する。算出されたパワー情報ＮＰｐまた
はＴＮＰｐは、騒音分類部２２に供給される。
【０１４６】
　騒音分類部２２は、エンベロープ情報ＮＰｅ／ＴＮＰｅおよびパワー情報ＮＰｐ／ＴＮ
Ｐｐに基づき、騒音特徴量データベース２３を参照することによって環境騒音を分類し、
騒音分類情報を生成する。生成された騒音分類情報は、楽曲分類選択部２８に供給される
。
【０１４７】
　楽曲分類選択部２８は、騒音分類部２２から供給された騒音分類情報に基づき、楽曲分
類データベース２７を参照して、ユーザが体感する環境騒音に対して適した楽曲分類の候
補を選択する。例えば、ユーザが体感する環境騒音の分類結果の特徴量に近い特徴量を有
する楽曲分類から上位の複数、例えば２～３種類の楽曲分類を選択する。
【０１４８】
　なお、等価フィルタ６１による騒音データＮＴに対する低減効果は、ノイズキャンセル
機能による低減効果と必ずしも完全に一致させる必要はない。ここでは、低減された環境
騒音を正確に再現する必要はなく、ノイズキャンセル機能によって環境騒音の特徴量が大
局的にどのように変化したかが判断できる程度でよい。
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【０１４９】
　この発明の実施の第３の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて、図１７に示
すフローチャートを参照して説明する。なお、特別な記載がない限り、以下の処理は、Ｃ
ＰＵ１１の制御の下で行われるものとする。また、上述の実施の第１の形態において説明
した図８および図９と共通する部分については、同一の符号を付し、詳細な説明を省略す
る。ステップＳ１からステップＳ９までの処理は、図８に示す処理と同様であるため、説
明を省略する。
【０１５０】
　ステップＳ９において、マイク３を介して環境騒音が収音された後、ステップＳ３１で
は、ノイズキャンセル機能がＯＮであるか否かが判断される。ノイズキャンセル機能がＯ
Ｎであると判断された場合には、処理がステップＳ３２に移行する。ステップＳ３２では
、収音された環境騒音の騒音データＮＴの周波数情報ＮＳに対してノイズキャンセルを施
した際に得られる低減効果と同等の効果が得られる処理が施され、騒音が低減された環境
騒音の周波数情報ＴＮＳが生成される。
【０１５１】
　一方、ステップＳ３１において、ノイズキャンセル機能がＯＦＦであると判断された場
合には、処理がステップＳ３３に移行する。ステップＳ３３では、ステップＳ９において
収音された環境騒音の騒音データＮＴに対して周波数分析が施され、周波数情報ＮＳ／Ｔ
ＮＳに基づき、環境騒音の特徴量であるエンベロープ情報ＮＰｅ／ＴＮＰｅおよびパワー
情報ＮＰｐ／ＴＮＰｐが算出される。そして、ステップＳ３４において、算出されたエン
ベロープ情報ＮＰｅ／ＴＮＰｅおよびパワー情報ＮＰｐ／ＴＮＰｐに基づき騒音特徴量デ
ータベース２３を参照してユーザが体感する環境騒音が分類される。
【０１５２】
　ステップＳ３５でユーザが体感する環境騒音の分類結果が表示部４に表示され、ステッ
プＳ３６で環境騒音の分類結果に応じた楽曲分類の複数の候補が表示部４に表示される。
ステップＳ３７では、ユーザによる操作部５に対する操作により、表示部４に表示された
楽曲分類の候補の中から所定の楽曲分類が選択され、ステップＳ３８において、選択され
た楽曲分類に分類された楽曲の中から所定の楽曲が再生される。
【０１５３】
　ステップＳ３９では、音楽を聴取し続けるか否かが判断される。音楽を聴取し続けると
判断された場合には、処理がステップＳ３８に戻り、楽曲の再生が継続される。また、再
生された楽曲が終了した場合には、同一の楽曲分類に分類された別の楽曲が選択されて再
生される。
【０１５４】
　一方、音楽の再生を終了すると判断された場合には、ステップＳ４０において、現在の
環境騒音を再度解析するか否かが判断される。環境騒音を解析すると判断された場合には
、処理がステップＳ９に戻る。また、環境騒音を解析しないと判断された場合には、ステ
ップＳ４１において、ユーザによって再生装置１の電源がＯＦＦとされ、一連の処理が終
了する。
【０１５５】
　また、この発明の実施の第３の形態に対して上述の実施の第２の形態を適用することも
できる。例えば、ノイズキャンセリング機能を有する再生装置に対して、ユーザが体感す
る環境騒音に応じた楽曲分類の候補を複数選択し、選択された楽曲分類の複数の候補の中
から、再生頻度の高い楽曲分類の候補をさらに選択して提示する。
【０１５６】
　上述したように、マイク３がヘッドフォン２の内部に設けられている場合には、ユーザ
が体感する環境騒音を収音するため、実施の第２の形態で説明した図５および図１１に示
す処理を行うことによって実現可能である。
【０１５７】
　一方、マイク３がヘッドフォン２の外部に設けられている場合には、ユーザが体感する
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環境騒音と収音される環境騒音とが異なるため、この実施の第３の形態で説明した図１６
および図１１に示す処理を行う。
【０１５８】
　具体的には、ノイズキャンセリング機能がＯＮとされている場合には、マイク３によっ
て収音された環境騒音の騒音データＮＴから得られる周波数情報ＮＳがスイッチ６１を介
して等価フィルタ６２に供給される。等価フィルタ６２は、収音された環境騒音の騒音デ
ータＮＴにおける周波数情報ＮＳに対して、ノイズキャンセル機能と同等の効果が得られ
る処理を施し、騒音が低減された低減騒音データの周波数情報ＴＮＳを生成する。
【０１５９】
　エンベロープ解析部３２およびパワー解析部３３は、周波数情報ＴＮＳに基づきエンベ
ロープ情報ＴＮＰｅおよびパワー情報ＴＮＰｐを算出する。騒音分類部２２は、エンベロ
ープ情報ＴＮＰｅおよびパワー情報ＴＮＰｐに基づき、騒音特徴量データベース２３を参
照することによって環境騒音を分類し、騒音分類情報を生成する。
【０１６０】
　楽曲分類選択部２８は、騒音分類情報に基づき、楽曲分類データベース２７を参照して
、ユーザが体感する環境騒音に対して適した楽曲分類の複数の候補を選択し、選択された
楽曲分類を示す楽曲分類選択情報を生成する。限定部５１は、楽曲分類選択情報に基づき
、再生頻度データベース５２を参照して、楽曲分類選択情報で示される選択された楽曲分
類の候補の中から再生頻度の高い楽曲分類をさらに所定数、例えば２～３種類だけ選択す
る。
【０１６１】
　図１８に示すフローチャートは、この場合の楽曲分類の提示処理の流れの一例を示す。
なお、特別な記載がない限り、以下の処理は、ＣＰＵ１１の制御の下で行われるものとす
る。また、上述の実施の第１の形態において説明した図８および図９と共通する部分につ
いては、同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。ステップＳ１からステップＳ９まで
の処理は、図８に示す処理と同様であるため、説明を省略する。
【０１６２】
　ステップＳ９において、マイク３を介して環境騒音が収音された後、ステップＳ５１で
は、ノイズキャンセル機能がＯＮであるか否かが判断される。ノイズキャンセル機能がＯ
Ｎであると判断された場合には、処理がステップＳ５２に移行する。ステップＳ５２では
、等価フィルタ６２により、収音された環境騒音の騒音データＮＴの周波数情報ＮＳに対
して等価フィルタ６２による処理が施され、騒音が低減されたユーザが体感する環境騒音
の周波数情報ＴＮＳが生成される。
【０１６３】
　一方、ステップＳ５１において、ノイズキャンセル機能がＯＦＦであると判断された場
合には、処理がステップＳ５３に移行する。ステップＳ５３では、ステップＳ９において
収音された環境騒音の騒音データＮＴに対して周波数分析が施され、周波数情報ＮＳ／Ｔ
ＮＳに基づき、環境騒音の特徴量であるエンベロープ情報ＮＰｅ／ＴＮＰｅおよびパワー
情報ＮＰｐ／ＴＮＰｐが算出される。そして、ステップＳ５４において、算出されたエン
ベロープ情報ＮＰｅ／ＴＮＰｅおよびパワー情報ＮＰｐ／ＴＮＰｐに基づき騒音特徴量デ
ータベース２３を参照してユーザが体感する環境騒音が分類される。
【０１６４】
　ステップＳ５５では、ユーザが体感する環境騒音の分類結果が表示部４に表示される。
ステップＳ５６では、ステップＳ５４で得られたユーザが体感する環境騒音の分類結果に
応じた楽曲分類の複数の候補が選択される。ステップＳ５７では、限定部５１において、
選択された楽曲分類の複数の候補を示す楽曲分類選択情報に基づき、再生頻度データベー
ス５２を参照して、楽曲分類の候補として再生頻度が上位である楽曲分類が所定数だけ限
定的に選択される。そして、ステップＳ５８において、限定的に選択された楽曲分類の候
補が表示部４に表示される。
【０１６５】
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　ステップＳ５９では、ユーザによる操作部５に対する操作により、表示部４に表示され
た楽曲分類の候補の中から所定の楽曲分類が選択され、ステップＳ６０において、選択さ
れた楽曲分類に分類された楽曲の中から所定の楽曲が再生される。
【０１６６】
　ステップＳ６１では、音楽を聴取し続けるか否かが判断される。音楽を聴取し続けると
判断された場合には、処理がステップＳ６０に戻り、楽曲の再生が継続される。また、再
生された楽曲が終了した場合には、同一の楽曲分類に分類された別の楽曲が選択されて再
生される。
【０１６７】
　一方、音楽の再生を終了すると判断された場合には、ステップＳ６２において、現在の
環境騒音を再度解析するか否かが判断される。環境騒音を解析すると判断された場合には
、処理がステップＳ９に戻る。また、環境騒音を解析しないと判断された場合には、ステ
ップＳ６３において、ユーザによって再生装置１の電源がＯＦＦとされ、一連の処理が終
了する。
【０１６８】
　このように、この発明の実施の第３の形態では、マイク３によって収音された環境騒音
に対してノイズキャンセリング機能による低減効果と同等の低減効果を有する等価フィル
タを用いることによって生成された環境騒音の分類を行う。そして、分類結果に応じてユ
ーザが体感する環境騒音に対して適した楽曲分類の候補を提示するようにしている。その
ため、ノイズキャンセリング機能を有する場合でも、騒音が低減された環境騒音に対して
適した楽曲分類の候補を提示することができる。
【０１６９】
　また、ユーザが体感する環境騒音に対して適した楽曲分類の候補を選択し、その中から
ユーザが聴取する頻度の高い楽曲分類に限定した楽曲分類の候補を表示させるようにして
いる。こうすることにより、よりユーザの嗜好に合った楽曲分類を選択することができる
。
【０１７０】
　以上、この発明の実施の第１の形態、第１の形態の変形例、第２の形態および第３の形
態について説明したが、この発明は、上述したこの発明の実施の第１の形態、第１の形態
の変形例、第２の形態および第３の形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸
脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。環境騒音および楽曲の分類方法は、こ
の例に限られず、従来の分類方法を用いてもよい。また、環境騒音および楽曲の分類方法
は、それぞれ別の方法を用いてもよい。
【０１７１】
　特に、全般的に現在の環境騒音の特徴に似た楽曲分類が、現在の環境騒音下において聴
きやすい楽曲分類であるとして説明してきたが、必ずしも環境騒音と特徴の似た楽曲分類
が、現在の環境騒音下において聴きやすい楽曲分類であるとしなければならない訳ではな
い。環境騒音および楽曲の分類方法によっては、逆に類似していない方が聴きやすい場合
も考えられる。具体的には、例えば、環境騒音と楽曲とが似ていない（類似度が低い）方
が、楽曲が騒音にマスクされる可能性が減るために聴きやすいということも十分考えられ
る。つまり、評価軸としてどのような特徴量を用いるかによって、環境騒音に適した楽曲
分類の選択方法は変わり得るということである。
【０１７２】
　また、この例では、楽曲を「ロック」や「クラシック」などの「カテゴリ」毎に分類し
た場合について説明したが、これに限られず、例えば、楽曲の速さを示す「テンポ」や曲
調を示す「ムード」等に楽曲を分類するようにしてもよい。
【０１７３】
　さらに、この発明の実施の形態では、環境騒音に対応して提示されるコンテンツが楽曲
である場合について説明したが、これはこの例に限られない。例えば、提示されるコンテ
ンツとして「動画」を用いた場合にも、この発明の実施の形態を適用することができる。
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【０１７４】
　この場合には、動画の音声データ部分に対して上述と同様の楽曲分類処理を行うことに
より音声データの特徴量を抽出し、特徴量に基づき動画を分類する。動画の分類としては
、例えば、「バラエティ番組」や「ニュース番組」等のジャンル毎に分類することができ
る。なお、動画の分類方法としては、これに限られず、他の分類方法を適用してもよい。
【０１７５】
　そして、図１９に示すように、環境騒音の分類結果と現在の環境騒音に適した動画分類
の候補とを表示部４に表示させる。具体的には、例えば、騒音レベルが高い環境騒音下に
おいては、視聴する動画の分類結果として「バラエティ番組」を提示することができる。
また、騒音レベルが低い環境騒音下においては、「ニュース番組」を提示することができ
る。
【０１７６】
　また、提示されるコンテンツとして「イコライザ特性」を用いることもできる。この場
合には、例えば、環境騒音から低域のパワーおよび高域のパワーを特徴量として抽出し、
抽出された特徴量に基づき環境騒音を分類する。また、様々なイコライザ特性から、低域
のブースト量および高域のブースト量を特徴量として抽出し、抽出された特徴量に基づき
イコライザ特性を分類する。なお、イコライザ特性の分類方法としては、これに限られず
、他の分類方法を適用してもよい。
【０１７７】
　そして、図２０に示すように、環境騒音の分類結果と現在の環境騒音に適したイコライ
ザ分類の候補とを表示部４に表示させる。具体的には、例えば、低域にエネルギーが集中
しているような環境騒音下においては、低域のブースト量が大きいイコライザ特性を提示
することができる。また、高域にエネルギーが集中しているような環境騒音下においては
、高域のブースト量が大きいイコライザ特性を提示することができる。
【０１７８】
　さらに、提示されるコンテンツとして「ノイズキャンセル特性」を用いることも可能で
ある。この場合には、例えば、環境騒音から低域のパワーおよび高域のパワーを特徴量と
して抽出し、抽出された特徴量に基づき環境騒音を分類する。また、様々なノイズキャン
セル特性から、低域のキャンセル量および中域のキャンセル量を特徴量として抽出し、抽
出された特徴量に基づきノイズキャンセル特性を分類する。なお、ノイズキャンセル特性
の分類方法としては、これに限られず、他の分類方法を適用してもよい。
【０１７９】
　そして、図２１に示すように、環境騒音の分類結果と現在の環境騒音に適したノイズキ
ャンセル分類の候補とを表示部４に表示させる。具体的には、例えば、低域にエネルギー
が集中しているような環境騒音下においては、低域のキャンセル量が大きいノイズキャン
セル特性を提示することができる。また、中域にエネルギーが集中しているような環境騒
音下においては、中域のキャンセル量が大きいノイズキャンセル特性を提示することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】この発明の実施の第１の形態に適用可能な再生装置の一例の使用形態を示す略線
図である。
【図２】表示部における表示について説明するための略線図である。
【図３】環境騒音の周波数特性の一例を示す略線図である。
【図４】環境騒音の特徴量について説明するための略線図である。
【図５】環境騒音に基づく楽曲分類の選択方法について説明するためブロック図である。
【図６】騒音特徴量データベースの構築（作成、更新も含む）方法について説明するため
の略線図である。
【図７】この発明の実施の第１の形態に適用可能な再生装置の一例の構成を示すブロック
図である。
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【図８】この発明の実施の第１の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて説明す
るためのフローチャートである。
【図９】この発明の実施の第１の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて説明す
るためのフローチャートである。
【図１０】この発明の実施の第１の形態の変形例による表示部における表示の一例を示す
略線図である。
【図１１】この発明の実施の第２の形態における楽曲分類の限定的な選択方法について説
明するためのブロック図である。
【図１２】再生頻度データベースについて説明するための略線図である。
【図１３】この発明の実施の第２の形態による表示部における表示の一例を示す略線図で
ある。
【図１４】この発明の実施の第２の形態による表示部における別の表示の一例を示す略線
図である。
【図１５】この発明の実施の第２の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて説明
するためのフローチャートである。
【図１６】この発明の実施の第３の形態における、環境騒音に基づく楽曲分類の選択方法
について説明するためのブロック図である。
【図１７】この発明の実施の第３の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて説明
するためのフローチャートである。
【図１８】この発明の実施の第３の形態における楽曲分類の提示処理の流れについて説明
するためのフローチャートである。
【図１９】コンテンツとして動画を用いた場合における、環境騒音に適した分類結果の表
示の一例を示す略線図である。
【図２０】コンテンツとしてイコライザ特性を用いた場合における、環境騒音に適した分
類結果の表示の一例を示す略線図である。
【図２１】コンテンツとしてノイズキャンセル特性を用いた場合における、環境騒音に適
した分類結果の表示の一例を示す略線図である。
【図２２】従来の再生装置の一例の使用形態を示す略線図である。
【図２３】環境騒音および楽曲のそれぞれから抽出した２種類の特徴量に基づく環境騒音
および楽曲の分類結果の一例を示す略線図である。
【図２４】従来の再生装置における楽曲の選択方法について説明するためのフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０１８１】
１　再生装置
２　ヘッドフォン
３　マイクロフォン
４　表示部
５　操作部
１１　ＣＰＵ
１７　音声出力部
１８　記録媒体
２１　特徴量抽出部
２２　騒音分類部
２３　騒音特徴量データベース
２４　特徴量抽出部
２５　楽曲分類部
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